
ユニバーサルデザイン施設整備基準 

s歩道等を横断する排水溝のふたは、つえ、車い 

　す及びベビーカーのキャスターが落ち込まない 

　ものとすること。 

d公共交通機関の施設と視覚障害者の利用の多い 

　施設とを結ぶ歩道等には、必要に応じて誘導用 

　床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 

f横断歩道及び地下横断歩道の階段及び傾斜路に 

　は、手すりを設けること。 

a歩道を設ける場合においては、次に定める構造 

　とすること。 

ア　横断こう配は、１パーセント以下とすること。 

イ　歩車道境界の段差は、視覚障害者の識別性を 

　確保し解消すること。 

ウ　歩道に傾斜を生じさせる場合は、150センチ 

　メートル以上の水平部分を設けること。 

s歩道等に誘導用床材を敷設する場合においては、 

　必要に応じて啓発用床材を設けること。 

d横断歩道橋、地下横断歩道の階段及び傾斜路に 

　設ける視覚障害者を誘導する手すりの端部には、 

　現在位置の情報等を点字表示すること。 

f電柱、標識等の路上施設を設ける場合において 

　は、有効幅員を狭めない構造とすること。 
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ユニバーサルデザイン施設整備基準 

◇　　〃　　１％以下 

●表面は、滑りにくいを仕上げ 

◇ 

◇段差を適切に解消 
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◇歩道の境界の 
　段差解消 

◇150B

◇歩車道の境界の 
　段差解消 





◇ 

障害をさけるときは 
人の動きに配慮すること。 
直角に曲がりながら歩かない。 


